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童
館�

◆
大
山
児
童
館

�
�
３
３
４
７

と

き＝

９
月
１０
日
�

午
前
１０
時
〜
正
午

内

容＝

赤
青
ひ
っ
く
り
か
え
し
、
風
船
ボ
ー
ル
ゲ

ー
ム
、
ビ
ッ
ク
ト
ラ
ン
プ
ば
ば
ぬ
き
、
神

経
す
い
じ
ゃ
く
、
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
な
ど

対

象＝

幼
児（
大
人
の
付
き
添
い
必
要
）、

小
学
生（
親
子
参
加
も
Ｏ
Ｋ
）

参
加
費＝

無
料

※
参
加
希
望
者
は
９
月
３
日
�
ま
で
に
電
話
で
申
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

※
大
山
児
童
館
と
し
て
最
後
の
催
し
で
す
。
多
く
の

人
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

「
秋
の
お
も
し
ろ

ゲ
ー
ム
大
会
」

オリジナルうちわづくり（蓼沼児童館）

児童館カレンダー
（●印は休館日）

ぶんぶんごま回し（願成寺児童館）

平
成
１９
年
度

保
育
所
入
所
児
の
受
付
を
開
始

▼
受
付
期
間＝

９
月
１
日
�
〜
２９
日
�
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
提
出
書
類＝

入
所
申
込
書
、
勤
務
証
明
書
（
自
営
申
立
書
）、
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
（
平
成
１７
年
分
）、
保
育
料
口
座
振
替
依
頼
書
、
そ
の
他
必
要
書
類

※
母
子
健
康
手
帳
を
持
参
願
い
ま
す
。

▼
保
育
時
間＝

標
準
的
な
保
育
時
間
は
、
一
日
あ
た
り
８
時
間（
土
曜
日
は
４
時
間
）と

な
っ
て
い
ま
す
が
、保
育
所
の
開
所
時
間
は
各
保
育
所
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

勤
務
の
関
係
で
延
長
を
希
望
す
る
場
合
は
、各
保
育
所
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
保
育
料＝

父
母
な
ど
の
所
得
税
、
町
民
税
な
ど
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。

▼
保
育
所
入
所
基
準＝

家
庭
に
お
い
て
保
育
で
き
な
い
こ
と
。

・
昼
間
児
童
と
離
れ
、
家
事
以
外
で
労
働
し
て
い
る
た
め
。

・
妊
娠
中
で
あ
る
か
、
ま
た
は
出
産
後
間
も
な
い
た
め
。（
た
だ
し
、
産
休
期
間
）

・
病
気
、怪
我
の
た
め
、ま
た
は
精
神
、身
体
に
障
害
が
あ
る
た
め
。

・
長
期
の
病
気
、ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
家
族
を
介
護
す
る
た
め
。

・
火
災
な
ど
の
災
害
が
起
き
、
復
旧
の
た
め
。

※
な
お
、
入
所
の
選
定
基
準
は
次
の
優
先
順
位
で
決
定
し
ま
す
。

�
す
で
に
保
育
所
に
入
所
し
て
い
て
、
継
続
し
て
入
所
を
申
込
む
も
の
。

�
申
込
み
す
る
児
童
の
兄
弟
・
姉
妹
が
、
継
続
し
て
入
所
を
申
込
ん
で
い
る
も
の
。

�
す
で
に
保
育
所
に
入
所
し
て
い
て
、
別
の
保
育
所
へ
の
入
所
を
申
込
む
も
の
。

�
保
育
所
入
所
決
定
検
討
調
査
票
（
家
庭
の
状
況
を
調
べ
る
も
の
で
す
）
に
基
づ
く
合

計
点
数
の
高
い
も
の
。

�
申
込
み
時
期
が
早
い
も
の
。

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課

子
育
支
援
係

�
�
９
１
３
０

土
７
１４
２１
２８

金
６
１３
２０
２７

木
５
１２
１９
２６

水
４
１１
１８
２５

火
３
１０
１７
２４
３１

月
２
９
１６
２３
３０

日
１
８
１５
２２
２９

１０
月

土
２
９
１６
２３
３０

金
１
８
１５
２２
２９

木

７
１４
２１
２８

水

６
１３
２０
２７

火

５
１２
１９
２６

月

４
１１
１８
２５

日

３
１０
１７
２４

９
月

２５ 広報かみのかわ １８．９．１


